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２．リスク評価の精緻化と保険契約者のインセンティブ
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６．リスク評価の費用と保険選択

７．今後の課題
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１．研究の背景と目的

情報通信技術と大量のデータの利用可能性に基づく

革新的な金融商品・サービスの登場。

⇒ Fintech

国際的には保険の分野においても、同様の試み。

⇒ Insurtech

米国 OSCAR、 Lemonade、 ドイツ Friendsurance…
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１．研究の背景と目的

Insurtechの潮流は、保険のバリューチェンの各プロセス
において、多様な形態を持って進展。

保険商品開発 ⇒契約後にリスク実態をモニタリング。

アンダーライティング ⇒ビッグデータ、人工知能によるリスク評価。

マーケティング・販売 ⇒双方向性の向上と保険商品の個別化。

保険金支払 ⇒ 保険金請求手続きの簡素化や保険金の適正化。
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図１．保険事業のバリューチェーンとInsurtech

１．研究の背景と目的
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１．研究の背景と目的

わが国におけるInsurtechの試みは、

ダイレクトレスポンス型の生命保険の

メッセージアプリケーションを用いた保険料見積サービス

など限定的。

いっぽうで自動車保険、医療保険の分野の

商品開発においてすでに導入。
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たとえば…
運転挙動反映型自動車保険（テレマティクス自動車保険）

自動車に装備した端末から走行距離や速度などの

運転挙動データをリアルタイムで収集。

それに基づき自動車事故リスクを評価し、

次期の保険料に反映。

リスク指標は、現在のところ走行距離など多くはない。

今後の情報通信技術の発展に伴い、走行時間帯、場所、

天候などのデータも利用可能に?

１．研究の背景と目的
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健康増進型医療保険

ウェアラブル端末から被保険者の歩行量などのデータを

収集。

予め設定された目標を達成すれば、

次期保険料を割引き、または還付金を支払い。

将来は、血圧や脈拍数なども…?

１．研究の背景と目的
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契約締結時に外形的なリスク指標に基づくリスク評価。

⇒ 自らのリスク実態をすすんで開示。

２．リスク評価の精緻化と保険契約者のインセンティブ

契約締結後にリスクの再評価、リスクカテゴリーの

事後的修正がなされることを潜在的な保険契約者が認識。

⇒ 逆選択の緩和。収支の均衡。
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⇒ 契約者（被保険者）の安全努力水準が上昇。

２．リスク評価の精緻化と保険契約者のインセンティブ

契約締結後にリスクの再評価により

次期の保険料を調整、または

還付金給付が決定されることを保険契約者が認識。

⇒ モラルハザードの緩和。期待損失の低下。
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いっぽうで懸念も…

契約維持費による管理・運営費が過大とならないか？

付加保険料は？

過度のリスク細分化によりクリームスキミングは？

保険の入手可能性が確保されるのか？

２．リスク評価の精緻化と保険契約者のインセンティブ

⇒保険における標準的な分離均衡モデルに基づき

分析できないか…
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３．研究の動機付けとなった主な先行研究

Rothschild and Stiglitz（1976）が、それに先立つArrow
（1963）によるモデルを発展させ、分離均衡モデルを構築。

保険料と補償範囲の選択肢が用意されていれば、個人は
効用を最大化する保険契約を選び、適切なリスクカテゴ
リーに分類される。

Wilson（1977）やHoy（1982）らにより、市場の競争状態と
保険契約の多期間化を考慮。

クリームスキミングのメカニズムについて同様の均衡モデ
ルを用いて分析。
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３．研究の動機付けとなった主な先行研究

（１）分離均衡モデルに関する研究

Crocker and Snow（1986）。

Doherty（2000）（森平・米山監訳（2012）。

分離均衡モデルに付加保険料の要素を織り込み。

リスク情報入手の費用により、保険選択が変化することを
分析。

公正保険料に付加保険料が加算されることにより、
保険契約者が一部保険を選択するメカニズムを分析。
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３．研究の動機付けとなった主な先行研究

（１）分離均衡モデルに関する研究

Hoy（2006）。

公的介入によるリスク細分化の制限の影響を分析。
保険契約者集団に占める高リスク者の割合が十分に低くな
い限りは、逆選択の顕在化することを指摘。

Dionne and Rothschild（2014）。

リスク水準に関して契約当事者間で情報が均衡していれば
リスク水準に関わらず公正保険料で全部保険を選択するこ
とを分析。
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３．研究の動機付けとなった主な先行研究

（２）リスク細分化に関する別の視点からの研究

Harrington and Doepinghaus（1993）。

仮説的補償テストに基づいて、リスク指標入手の費用が
過大となれば、保険料引き下げによる低リスク者の効用獲
得量を、保険料引き上げによる高リスク者の効用喪失量が
上回るおそれがあることを指摘。



16

３．研究の動機付けとなった主な先行研究

（３）Insurｔechに関する研究

Edlin（2003）、Litman（2005）。

テレマティクス自動車保険により必要な自動車使用の減少
が見込まれるいっぽうで、高リスク者に対する保険の入手
可能性の低下や運営費用の増加のおそれを指摘。

諏澤（2008）。

分離均衡モデルを用いてテレマティクス自動車保険の
運営費用が増加すれば、保険契約当事者双方の負担が
重くなるおそれを指摘。
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４．Insurｔechに関する研究

Hoy（2006）、Dionne and Rothschild（2014）も用いた
標準的な分離均衡モデルを応用。

単純化のための前提として…
保険契約者の無事故時の財産：W
有事故時の損失：D
Dはすべての保険契約者に共通して同額。

事故発生確率piは、個々の保険契約者による異なる。
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４．分析モデルの検討

（１）分離保険料

保険会社はリスク中立的。

個々の保険契約者の被る期待損失に等しい保険料
（完全分離保険料） Ri を保険契約者から収受。

Ri は、 pi および損失填補割合 rｊ により…

Ri =pirｊD ただし p1<p2<p3<…<pn

0≤ri≤1

無事故の状態S1 有事故の状態S2 とし、

S1・S2平面上に示せば…



W：無事故時の財産

D：有事故時の損失

Ri：分離公正保険料線

Rp：プール公正保険料線

A ：無保険点

F：全部保険線

図２ 完全分離保険料の公正価格線
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R1= p1rｊD
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４．分析モデルの検討

（２）保険契約者の期待効用

保険契約者の期待効用は、個々の保険契約者の無事
故のときの財産、有事故のときの財産、そして事故発
生確率に依存して求められる 。

無保険の時の期待効用は…

U(W, W-D, pi) =(1-pi)u(W)+piu(W-D)
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４．分析モデルの検討

（２）保険契約者の期待効用

保険金はriD
⇒S1における保険契約者の財産W1、

S2における保険契約者の財産W2、

保険契約者の期待効用は…

W1 =W-pirjD, W2 =W-pirjD-D+riD

⇒U(W1, W2, pi)
= (1-pi)u(W-pirjD)+piu(W-pirjD-D+rjD)



Ui：保険契約者iの
期待効用無差別曲線

図３ 契約者の期待効用無差別曲線
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Ui: ∂W1/∂W2
=-[pi∂Ui/∂(W-pirjD)]/

[(1-pi)∂Ui/∂(W-pirjD-D+rjD)]
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（１）完全分離公正保険料と保険選択

保険会社が個々の保険契約のリスク水準を正確に
測定可能。

保険が個々の保険契約の期待損失に基づく完全分離
公正保険料により提供されると、契約者の保険選択は…

簡便化のため、低リスクと高リスクの2種類の契約者が、
それぞれ同数存在すると仮定。
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（１）完全分離公正保険料と保険選択

保険会社は、

リスクグループ別の完全分離公正保険料線RL, RH線上で、
無保険点Aから全部保険線Fに向かって、多様なｒｊを伴う

一部保険～全部保険の選択肢を提示。

低リスク者、高リスク者が選択するｒｊを、
それぞれｒL, ｒH とすると、

RL= pLrLD，RH= pHrHD
ただし pL<pｐ<pH, 0≤rL≤1, 0≤rH≤1
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（１）完全分離公正保険料と保険選択

保険契約者の期待効用は、自らの事故発生確率により
加重された限界効用として示される。

W1 =W-pLrLD, W2 =W-pLrLD-D+rLD
⇒UL(W1, W2, pL)

=(1-pL)u(W-pLrLD)+ pLu(W-pLrLD-D+rLD)

W1 =W-pHrHD, W2 =W-pHrHD-D+rHD
⇒UH(W1, W2, pH)

=(1-pH)u(W-pHrHD)+pHu(W-pHrHD-D+rHD)



Rp： プール公正保険料線

RL： 低リスクグループの
完全分離公正保険料線

RH： 高リスクグループの
完全分離公正保険料線

UL： 低リスク者の期待効
用無差別曲線

UH： 高リスク者の期待効
用無差別曲線

図４ 完全分離公正保険料と保険選択
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（１）完全分離公正保険料と保険選択

完全分離公正保険料RL, RH、期待効用UL, UHは、
pL または pH に依存。

⇒契約者の期待効用UL, UH, は、
それぞれ rL=1, rH=1 となるとき最大化。

⇒契約者は、全部保険を示す点OL または 点OH を選択。
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（２）一部分離公正保険料と保険選択

リスク情報取得のための費用が過大となること、
高リスク者の保険の入手可能性の確保のための
保険料率規制などにより、

リスク評価に利用できる情報や保険料較差が制限される
かもしれない。

⇒内部補助の要素を含んだ一部分離公正保険料に基づ
いて保険契約が提供される。
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（２）一部分離公正保険料と保険選択

内部補助要素 s が定額で保険料に織り込まれるとすると、

高リスク・低リスク者の無事故・有事故のときの

財産と期待効用は…

W1 =W-pLrLD-s, W2 =W-pLrLD-s-D+rLD
⇒ UL(W1, W2, pL)

=(1-pL)u(W-pLrLD-s)+pLu(W-pLrLD-s-D+rLD)

W1 =W-pHrHD+s, W2 =W-pHrHD+s-D+ rHD
⇒ UH(W1, W2, pH)

=(1-pH)u(W-pHrHD+s)+ pHu(W-pHrHD+s-D+rHD)
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（２）一部分離公正保険料と保険選択

内部補助要素s＞0 のため、

低リスク者にとってrL＜1のとき期待効用が最大化。

sの値が大きくなれば、それだけ低いrLを選択。

高リスク者にとっては、rL＝1のとき期待効用が最大化。

保険料に内部補助要素が織り込まれても、
全部保険を選択する。

⇒内部補助の要素が大きくなればなるほど、

低リスク者は、より高いリスク保有割合を伴う

一部保険契約を選択する。



RL’：低リスクグループの
一部分離公正保険料線

RH’：高リスクグループの
一部分離公正保険料線

UL ：低リスク者の期待効
用無差別曲線

UH：高リスク者の期待効
用無差別曲線

図５ 一部分離公正保険料と保険選択
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５．リスク評価の精緻化と保険選択

（２）一部分離公正保険料と保険選択

内部補助により、低リスク者の保険料線RL’は下方に、
高リスク者の保険料線RH’は上方にシフト。

低リスク者の期待効用無差別曲線は点OL’を通るとき

もっとも上方 ⇒ 一部保険を選択。

高リスク者の期待効用無差別曲線は点OH’を通るとき

もっとも上方 ⇒全部保険を選択。
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６．リスク評価の費用と保険選択

運転挙動反映型自動車保険や健康増進型医療保険は、
情報通信技術を常に利用することが必要。

これらの費用の一部は、付加保険料として完全分離公
正保険料に反映。

保険契約の維持管理費は、現時点では無視できる程度
ではないと考えられる。
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６．リスク評価の費用と保険選択

付加保険料要素eが事故発生確率に比例的に保険料に
参入されると、低リスク・高リスク者の無事故・有事故のと
きの財産、期待効用は…

W1 =W-pLrL(D+e), W2 =W-pLrL(D+e)-D+rLD
⇒UL(W1, W2, pL)

=(1-pL)u[W-pLrL(D+e)]+pLu[W-pLrL(D+e)-D+rLD]

W1 =W-pHrH(D+e), W2 =W-pHrH(D+e)+D+rHD
⇒UH(W1, W2, pH)

=(1-pH)u[W-pHrH(D+e)]+pHu[W-pHrH(D+e)-D+rHD]
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６．リスク評価の費用と保険選択

付加保険料要素 e>0 のため、

低リスク・高リスク者の付加保険料は、
pLrLe>0, pHrHe>0 となる。

しかも pLrLe<pHrHe であることから 補
償を限定しようとする傾向は高リスク者のほうが強い。

⇒rL<1 または rH<1 のとき期待効用が最大化。

⇒事後的なリスク評価の費用が十分に軽くなければ、 高
リスク者は極めて補償の限定された一部保険契約または
無保険であることを選択するかもしれない。



RL”：付加保険料を含む低
リスクグループの分離公
正保険料線
RH”：付加保険料を含む
高リスクグループの分離
公正保険料線

UL：低リスク者の期待効
用無差別曲線

UH：高リスク者の期待効
用無差別曲線

図６ 付加保険料を含む分離公正保険料と保険選択
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Insutechにより正確なリスク評価が可能であり、それを

正確に反映したリスク細分化がなされれば、リスクカテ
ゴリーに関わらずすべての保険契約者は 全部保険契約
を選択。

７．まとめと課題

不正確なリスク評価に基づくリスク細分化により、一定
の内部補助が行われれば、低リスク者は一部保険を選択。

内部補助の要素が大きくなればなるほど、低リスク者は、
より限定された補償を伴う保険契約を選好。



38

保険契約保全の費用が付加保険料に反映されれば、
低リスク者、高リスク者ともに一部保険契約を選択。

７．まとめと課題

補償を限定する傾向は高リスク者のほうが強い。

付加保険料の要素が大きくなれば、高リスク者は極めて
補償の限定された一部保険契約か、無保険であることを
選択するおそれも。

自賠責保険や公的医療保険が基本的な補償・保障を提供
することに鑑みれば、高リスク者にとって保険の入手可
能性が低下するかもしれな。
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以上の分析が、Insurtechによる精緻なリスク評価と補償

内容の個別化を制限すべきという議論に直結するものでは
ない。

７．まとめと課題

Insutechによる新たな保険商品が、保険契約のリスク実

態に関する情報不均衡の補完、そして逆選択とモラルハ
ザードの緩和に貢献することは明らか。

今後、リスク評価の精度とそのための費用の評価と分析が
求められる。
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分離均衡モデルが基盤とする期待効用理論が、
実験や観察に基づく現実の個人の意思決定を
完全に説明し得ないことも、早くから指摘されている。

７．まとめと課題

このため保険分野においても、Schmidt（2016）らにより、

プロスペクト理論に基づく保険需要に関する分析がなされ
るようになっている 。

このような非期待効用理論に基づくInsurtechの進展と、

保険契約者の意思決定に関する分析を行うことも求められ
る。
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